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地域医療構想・病床機能報告における回復期機能について 

 

 

地域医療構想における将来推計は患者数をベースに将来の病床の必要量を出してい

るのに対し、病床機能報告制度では様々な病期の患者が混在する病棟について最も適す

る機能１つを選択して報告する仕組みである。例えば回復期機能は、「急性期を経過し

た患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提供する機能」を指すもので

あり、当該機能を主として担う病棟が報告されるものであるから、単に回復期リハビリ

テーション病棟入院料等を算定している病棟のみを指すものではない。 

しかしながら、この点の理解が不十分であるために、これまでの病床機能報告では、

主として「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションを提

供する機能」を有する病棟であっても、急性期機能や慢性期機能と報告されている病棟

が一定数存在することが想定される。 

また、実際の病棟には様々な病期の患者が入院していることから、主として急性期や

慢性期の機能を担うものとして回復期機能以外の機能が報告された病棟においても、急

性期を経過した患者が一定数入院し、在宅復帰に向けた医療やリハビリテーションが提

供されていたり、在宅医療の支援のため急性期医療が提供されていたりする場合がある

と考えられる。また、回復期機能が報告された病棟においても、急性期医療が行われて

いる場合がある。 

これらを踏まえると、現時点では、全国的に回復期を担う病床が大幅に不足し、必要

な回復期医療を受けられない患者が多数生じている状況ではないと考えているが、病床

機能報告の集計結果と将来の病床の必要量との単純な比較から、回復期機能を担う病床

が各構想区域で大幅に不足しているように誤解させる状況が生じていると想定される。 

このため、今後は、各医療機関に、各病棟の診療の実態に即した適切な医療機能を報

告していただくこと、また、高齢化の進展により、将来に向けて回復期の医療需要の増

加が見込まれる地域では、地域医療構想調整会議において、地域の医療機関の診療実績

や将来の医療需要の動向について十分に分析を行った上で、機能分化・連携を進めてい

ただくことが重要と考えており、地域医療構想の達成に向けた取組等を進める上で、ご

留意いただきたい。 

なお、これに関連して、回復期機能に関してこれまで頂いた質問へのＱＡを別紙のと

おり取りまとめたので、地域医療構想の達成に向けた取組等の参考としていただきたい。 
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（別紙） 

 

（問１）病床機能報告において、回復期機能を選択する場合の基準はあるか。 

（答） 

回復期機能については、「急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療やリ

ハビリテーションを提供する機能」と定義している。このため、リハビリテーショ

ン等を提供していない場合であっても、病棟の患者に対し、主として「急性期を経

過した患者への在宅復帰に向けた医療」を提供している病棟については、回復期機

能を選択することが適当と考えられる。 

こうした考え方は、平成29年度病床機能報告の報告マニュアルにおいてもお示し

している。 

 

 

（問２）病床機能報告において回復期機能を選択した病棟では、回復期リハビリテー

ション病棟入院料又は地域包括ケア病棟入院料しか算定できず、急性期の入院料

や加算等を算定できないのか。 

（答） 

病床機能報告は、医療機関の各病棟が担っている医療機能を把握し、その報告を

基に、地域における医療機能の分化・連携を進めることを目的として実施している

ものであり、いずれの医療機能を選択した場合であっても、診療報酬の選択に影響

を与えるものではない。 

この点については、平成29年度病床機能報告の報告マニュアルにおいてもお示し

している。 

 

 

（問３）「地域医療構想を踏まえた「公的医療機関等２０２５プラン」策定について

（依頼）」（平成29年8月4日付け医政発0804第2号厚生労働省医政局長通知）に添

付された２０２５プランの記載例の中に、「地域に不足する回復期機能を提供す

る」との文言があるが、２０２５プランの策定対象となる公的医療機関等は必ず

回復期機能を担わなければならないこととなるのか。 

（答） 

本記載はあくまで記載例としてお示ししたものにすぎず、公的医療機関等が、今

後、必ず回復期を担わなければならないという趣旨ではない。 

実際の各医療機関の役割については、まずは各医療機関において、診療実績や地

域の実情等を踏まえていずれの医療機能をどの程度担うかについて検討いただい

た後、地域医療構想調整会議で協議・合意形成をいただいた上で決定することが重

要である。 


